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中 野 私 書 箱 セ ン タ ー ア ク ア (以 下 「 当 セ ン

タ ー 」 と い う )は 株 式 会 社 Ka r i g o(以

下 「 貴 社 」 と い う )に 対 し ,今 回 の 商 標 権 不

正 使 用 に つ い て 下 記 の 通 り 請 求 す る 事 を 通 知

し ま す 。

既 に 令 和 5年 2月 14日 ,貴 社 氏 か

ら の 電 話 で お 伝 え し た 通 り 当 セ ン タ ー で は 「

レ ン タ ル ポ ス ト 」 の 商 標 に つ い て 商 標 使 用 許

諾 契 約 を 結 ば ず 不 正 に 使 い ホ ー ム ペ ー ジ や ネ

ッ ト 上 で 宣 伝 や 集 客 ,配 達 物 の 一 時 預 か り (

私 書 箱 業 務 )を 行 う 事 業 者 に 対 し て 1店 舗 あ

た り 不 正 使 用 し た 月 数 か け る 5万 円 の 商 標 使



用 料 請 求 を し て お り ま す 。

今 回 ,平 成 30年 1月 31日 の 警 告 か ら 2

度 目 の 不 正 使 用 に 関 し て 貴 社 サ イ ト 上 で の コ

ラ ム 記 事 等 に 使 用 さ れ た 令 和 4年 7月 7日 か

ら 令 和 5年 2月 6日 ま で の 商 標 使 用 料 と し て

7ヶ 月 分 で あ る 35万 円 を 不 正 使 用 の 商 標 使

用 料 と し て 請 求 し ま す 。

上 記 の 請 求 額 35万 円 に 関 し て は 令 和 5年

7月 14日 (金 )15時 ま で に 振 込 み 頂 く か

来 店 さ れ て の 支 払 い に 応 じ ま す 。 今 回 の 請 求

に 関 し て 反 論 は 上 記 期 限 ま で に 必 ず 書 面 に て

ご 連 絡 下 さ い 。

記

西 武 信 用 金 庫  中 野 北 口 支 店
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ナ カ ノ シ シ ョ バ コ セ ン タ ー ア ク ア

尚 ,期 日 ま で に 支 払 い が な い 場 合 や 今 回 も 一

方 的 に 何 ら 話 し 合 い も 無 い 場 合 は 当 セ ン タ ー

と し て も 全 て を 公 開 の 上 ,損 害 賠 償 請 求 を 含

め た 法 的 措 置 を 取 ら ざ る を 得 ま せ ん こ と を ご

承 知 お き 下 さ い 。

この部便物は今和 5年 6月 27日 第 9720ア 号

奮留内容証明郭使物として差しまさ薇たことを証明します。
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